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規制改革実施計画（抜粋） 

令和 7年 6月 13日 

（３）健康・医療・介護 

 

事項名 規制改革の内容 実施時期 所管府省 

地域の病院機能の維

持に資する医師の宿

直体制の見直し 

今後我が国においては、生産年齢人口を中心に更なる人口減少が進展する一方、85歳以上を

中心に高齢者数は 2040 年頃のピークまで増加すると見込まれている。こうした中で、地域

によっては、医療提供体制の維持・確保に当たり、医師の偏在や不足が課題となっており、

今後は医師の確保が更に困難となるおそれがある。 

 

医療法第 16 条の規定により、医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければ

ならないとされているが、医師の不足に直面する一部の病院では、宿直医師が確保できない

等の理由から診療体制の縮小を余儀なくされるといった事例も認められている。 

 

こうした状況に対して、地域の慢性期医療を担う一部の病院などからは、夜間の診療需要が

限定的であるため、宿直医師が常に対応を求められる状況ではないこと、看護師による患者

の状態の適切な把握の下、ＩＣＴ技術の活用により遠隔であっても医師は適切な指示（救急

搬送指示を含む。）を行うことが可能な場合があること等の指摘があり、患者の安全性を確

保することを前提として、一定の要件の下で、１名の医師が複数の病院の宿直対応を兼務で

行うことを可能とするよう求める要望がある。 

 

また、医療資源が乏しい地域や減少する地域においては、地域の医療提供体制を今後も維持

する観点から、医師という限られた資源をより必要な場所に重点的に配置することが求めら

れており、病院によってその機能が異なる中、宿直の兼務も一定の条件下で病院が採り得る

選択肢として検討すべきとの指摘がある。 

 

一方で、医療法第 16条及び医療法施行規則（昭和 23年厚生省令第 50号）第９条の 15の２

により、病院での医師の宿直義務の例外規定として、①医師が病院に隣接した場所に待機す

る場合、②病院の入院患者の病状が急変した場合においても当該病院の医師が速やかに診療

を行う体制が確保されているものとして病院所在地の都道府県知事が認めている場合が定

められており、「介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について（施行通

a：令和７年措置 

b：令和７年度上期 

検討開始、遅くと

も令和９年度結

論・措置 

厚生労働省 
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知）」（平成 30年３月 22日厚生労働省医政局長通知。以下「施行通知」という。）により、病

院での医師の宿直義務の例外規定の具体的な取扱いが示されているが、オンラインによる対

応を含む、電話以外の情報通信機器を用いた対応や兼務の可否は明示されていない。 

 

こうした状況も踏まえ、地域や病院機能ごとに異なる宿直医師の実態を踏まえつつ、医療の

質及び安全の確保とともに、地域の医療資源の配分の最適化及び効率化を図り、地域の実情

に応じて必要な病院機能を維持する観点から、以下の措置を講ずる。 

 

a 厚生労働省は、医療法第 16 条及び医療法施行規則第９条の 15 の２の規定による病院で

の医師の宿直義務及びその例外規定に関して、当該例外規定の具体的な取扱いを定める施

行通知において示されている「当該医師が速やかに当該病院に駆けつけられる場所にいる

こと」を前提とした上で、「特別の事情があって、速やかに駆けつけられない場合において

も、少なくとも速やかに電話等で看護師等に診療に関する適切な指示を出せること」には、

オンラインによる対応を含む、電話以外の情報通信機器を用いた対応も含まれることにつ

いて明確化し、周知する。 

 

b 厚生労働省は、医療法第 16 条及び医療法施行規則第９条の 15 の２の規定による病院で

の医師の宿直義務及びその例外規定に関して、緊急治療に支障を来さないようにするとい

う医師の宿直義務の規定の意義を確保しつつ、例えば、入院患者の特性等により宿直する

医師が常に対応を求められる状況ではなく、近隣医療機関との協力の下、集中治療や手術

等が必要となった場合の高度な救急医療を提供する施設等への搬送等を含む緊急時対応

の協力体制が確保されている病院において、宿直医師を確保するために診療体制を縮小す

るなどの影響が出ている場合又は当該影響が出るおそれがある場合などを念頭に、地域に

おける医療提供体制を維持する観点から、病院の管理者及び速やかに診療を行う体制が確

保されていることを確認する都道府県知事の判断として、オンラインによる対応を含む、

電話以外の情報通信機器を用いた対応やカルテ情報の共有等のＩＣＴ技術を活用するこ

とで、複数の病院の宿直対応を遠隔かつ兼務で行うことが可能となる要件等を検討し、遅

くとも令和９年度中に結論を得次第、速やかに所要の措置を講ずる。 

 

その際、合理性に乏しい地域的差異を設けるローカルルールの発生防止に留意するものと

する。 
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